
内
閣
衆
質
一
五
六
第
五
号

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
外
一
名
提
出
福
岡
県
芦
屋
町
の
航
空
自
衛
隊
芦
屋
基
地
で
の
Ｔ－

�
練
習
機
の
飛
行
訓
練
に
よ
る

騒
音
、
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

五

号



衆
議
院
議
員
赤
嶺
政
賢
君
外
一
名
提
出
福
岡
県
芦
屋
町
の
航
空
自
衛
隊
芦
屋
基
地
で
の
Ｔ－

�
練
習
機
の
飛
行
訓
練
に

よ
る
騒
音
、
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
（
以
下
「
自
衛
隊
機
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
事
故
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
一
た
び
発
生
し
た

場
合
は
、
国
民
の
生
命
及
び
財
産
並
び
に
隊
員
の
生
命
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
と
な
り
、
自
衛
隊
に
対
す
る
国
民
の
信
頼

を
も
失
墜
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
平
素
か
ら
、
自
衛
隊
機
の
事
故
防
止
の
た
め
、
操
縦
者
等
に
つ
い
て
は
、
事
故
事
例

を
踏
ま
え
た
安
全
教
育
や
飛
行
安
全
に
関
す
る
資
料
の
配
付
を
行
っ
て
、
そ
の
安
全
意
識
の
高
揚
と
知
識
の
向
上
を
図
る
と

と
も
に
、
自
衛
隊
機
に
つ
い
て
は
、
計
画
的
な
点
検
整
備
並
び
に
不
具
合
事
例
の
報
告
等
に
よ
る
故
障
傾
向
の
早
期
把
握
及

び
早
期
改
修
の
実
施
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

航
空
自
衛
隊
芦
屋
基
地
（
以
下
「
芦
屋
基
地
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
第
十
三
飛
行
教
育
団
に
お
け
る
飛
行
教
育
は
、

主
と
し
て
洋
上
の
訓
練
空
域
で
行
う
と
と
も
に
、
市
街
地
上
空
に
お
け
る
飛
行
は
、
離
着
陸
訓
練
等
の
必
要
最
小
限
の
も
の

に
限
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
Ｔ－

�
練
習
機
（
以
下
「
Ｔ－
�
」
と
い
う
。
）
の
芦
屋
基
地
へ
の
配
備
（
以

一



下
「
Ｔ－

�
の
配
備
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
、
Ｔ－

�
の
飛
行
性
能
・
特
性
及
び
各
種
搭
載
機
器
の
機
能
を
忠
実
に
模
擬
す

る
と
と
も
に
実
際
の
窓
外
視
界
と
同
様
の
映
像
を
表
示
す
る
こ
と
が
可
能
な
フ
ラ
イ
ト
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
を
設
置
し
、
こ

れ
に
よ
る
離
着
陸
操
作
並
び
に
Ｔ－

�
で
起
こ
り
得
る
各
種
故
障
及
び
緊
急
状
態
の
対
処
要
領
等
に
つ
い
て
の
飛
行
準
備
教

育
を
実
施
し
、
Ｔ－

�
に
よ
る
飛
行
教
育
が
円
滑
か
つ
安
全
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
事
故
防
止
の
た
め
の
施
策
を
通
じ
、
自
衛
隊
機
の
飛
行
の
安
全
の
確
保
に
最
大
限
の
努
力
を
傾
注
し
て
ま
い

り
た
い
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

芦
屋
飛
行
場
の
場
周
経
路
に
つ
い
て
は
、
運
航
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
滑
走
路
の
方
向
、
周
辺
の
航
空
交
通
の
状
況
、

地
上
の
障
害
物
の
高
さ
、
Ｔ－

�
の
飛
行
性
能
・
特
性
等
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
周
辺
地
域
に
及
ぼ
す
騒
音
に
も
配
慮
し

て
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

他
方
、
防
衛
施
設
庁
に
お
い
て
は
、
Ｔ－

�
の
配
備
等
に
伴
い
、
芦
屋
飛
行
場
周
辺
の
航
空
機
騒
音
に
よ
る
影
響
が
及
ぶ

範
囲
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
三
年
度
及
び
平
成
十
四
年
度
に
、
芦
屋
飛
行
場
周
辺
の
航

空
機
騒
音
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



具
体
的
に
は
、
Ｔ－

�
を
含
め
芦
屋
飛
行
場
に
お
い
て
離
着
陸
等
を
行
う
自
衛
隊
機
を
対
象
と
し
て
、
平
成
十
三
年
九
月

二
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
北
九
州
市
内
の
十
一
か
所
、
福
岡
県
遠
賀
郡
芦
屋
町
内
の
十
一
か
所
、
同
郡
水

巻
町
内
の
七
か
所
、
同
郡
岡
垣
町
内
の
四
か
所
及
び
同
郡
遠
賀
町
内
の
六
か
所
に
お
い
て
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
を
設
置
し
、
騒

音
の
測
定
及
び
記
録
並
び
に
目
視
に
よ
る
飛
行
経
路
の
確
認
を
行
い
、
ま
た
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
自
衛
隊
機
の
離
着
陸
等
の
回
数
に
つ
い
て
、
機
種
及
び
時
間
帯
ご
と
に
記
録
の
整
理
を
行
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
Ｗ
Ｅ
Ｃ
Ｐ
Ｎ
Ｌ
（
航
空
機
騒
音
の
評
価
単
位
）
が
基
準
値
の
七
十
五
を
超
え
た
地
域
に
つ
い
て

資
料
を
作
成
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
在
、
当
該
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
そ
の
作
業
を
終
え
た
後
、
第
一
種
区
域
と

し
て
指
定
す
る
具
体
的
な
地
域
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
検
討
に
際
し
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団

体
の
意
見
の
聴
取
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
第
一
種
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
告
示
す
る
時
期

を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
市
、
町
名
毎
の
世
帯
数
」
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

三



二
の
�
に
つ
い
て

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
防
音
工
事
に
関
す
る
助
成
の
措
置
（
以
下
「
第
三
条
第
二
項
の
措
置
」
と
い
う
。
）
の
対
象

と
な
る
学
校
、
病
院
等
の
施
設
に
係
る
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
の
測
定
（
以
下
「
騒
音
の
測
定
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

当
該
施
設
の
窓
そ
の
他
の
開
口
部
の
す
べ
て
を
開
放
し
た
状
態
で
音
響
が
最
も
著
し
い
と
推
定
さ
れ
る
室
内
に
お
い
て
、
マ

イ
ク
ロ
ホ
ン
を
設
置
し
、
当
該
施
設
に
お
け
る
授
業
時
間
等
、
一
定
の
時
間
帯
に
お
け
る
音
響
の
測
定
及
び
記
録
を
一
週
間

行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
防
音
工
事
に
関
す
る
助
成
の
措
置
（
以
下
「
第
八
条
の
措
置
」
と
い
う
。
）
の
対
象

と
な
る
民
生
安
定
施
設
に
係
る
騒
音
の
測
定
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
方
法
に
よ
り
行
っ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

Ｔ－

�
の
配
備
が
完
了
し
た
平
成
十
三
年
三
月
末
か
ら
平
成
十
四
年
末
ま
で
の
間
、
芦
屋
飛
行
場
周
辺
に
お
い
て
、
二
の

�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
騒
音
の
測
定
を
行
っ
た
施
設
は
、
北
九
州
市
立
高
須
小
学
校
、
同
市
立
赤
坂
小
学
校
及
び
同
市
立
医

生
丘
小
学
校
の
三
施
設
で
あ
る
。
現
在
、
新
た
に
騒
音
の
測
定
を
予
定
し
て
い
る
施
設
は
な
い
。

四



二
の
�
に
つ
い
て

騒
音
の
測
定
は
、
基
本
的
に
は
、
防
音
工
事
を
行
う
地
方
公
共
団
体
等
で
第
三
条
第
二
項
の
措
置
又
は
第
八
条
の
措
置
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
要
望
を
受
け
測
定
の
必
要
を
認
め
た
と
き
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
条
第
二
項

の
措
置
は
、
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
一
定
の
限
度
を
超
え
る
場
合
に
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
採
る
も
の
で
あ
り
、
第

八
条
の
措
置
は
、
航
空
機
騒
音
等
に
よ
る
障
害
の
緩
和
に
資
す
る
た
め
の
地
方
公
共
団
体
の
措
置
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲

内
に
お
い
て
採
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
防
衛
施
設
庁
長
官
が
定
め
る
限
度
を
超
え
る
場
合
」
に
つ
い
て
は
、
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
九
年
六

月
二
十
七
日
防
衛
施
設
庁
告
示
第
七
号
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
音
響
の
強

度
及
び
頻
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
施
設
名
と
所
在
す
る
市
町
名
」
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

五



二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
芦
屋
飛
行
場
の
場
周
経
路
は
、
滑
走
路
の
方
向
、
周
辺
の
航
空
交
通

の
状
況
等
を
勘
案
し
て
設
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
難
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
現
在
、
防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
第
十
三
飛
行
教
育
団
に
お
け
る
飛
行
教
育
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
、
滑
走
路
の

延
長
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
可
能
と
な
る
安
全
・
騒
音
対
策
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

第
十
三
飛
行
教
育
団
に
お
い
て
は
、
初
級
の
操
縦
者
と
し
て
必
要
な
基
礎
的
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
た
め
の
Ｔ－

�
に
よ
る
飛
行
教
育
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
将
来
の
戦
闘
機
操
縦
者
を
養
成
す
る
た
め
に
は
必
須
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
と
も
地
域
住
民
の
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
よ
う
配
慮
し
つ
つ
、
引
き
続
き
芦
屋
基
地
に

お
い
て
飛
行
教
育
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

六
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